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本
年
十
月
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
い
、
食
料
品
な
ど
の
税
率
を
据
え
置
く
軽
減
税
率
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
軽
減
税

率
制
度
は
複
雑
な
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、
食
料
品
を
持
ち
帰
り
用
と
し
て
購
入
す
る
と
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
て
税
率
は
八
％
と
な
る
が
、
同
じ
品
物
を
店

内
飲
食
用
に
購
入
す
る
と
軽
減
税
率
は
適
用
さ
れ
ず
税
率
は
十
％
と
な
る
。
昨
今
、
持
ち
帰
り
用
と
し
て
購
入
し
た
も
の
を
店

内
で
飲
食
し
、
二
％
分
の
消
費
税
支
払
い
を
免
れ
る
行
為
が
「
イ
ー
ト
イ
ン
脱
税
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
報
道
な
ど
で

問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
本
年
十
一
月
五
日
の
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
に
お
い
て
、
消
費
者
や
事
業
者
か
ら

の
軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
相
談
件
数
が
「
現
在
は
五
百
件
程
度
」
で
あ
る
と
国
税
庁
は
答
弁
し
て
お
り
、
未
だ
に
混
乱
が
生

じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
は
、
社
会
に
混
乱
を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
い
。
昨
年
十
二
月
二
十
日
の
経
済
財
政
諮
問
会
議

に
提
出
さ
れ
た
「
『
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
対
応
』
の
概
要
」
に
よ
る
と
、
軽
減
税
率
制
度
に
よ
っ
て
国
の
歳
入
は
一
・

一
兆
円
減
少
し
、
財
政
が
毀
損
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
軽
減
税
率
制
度
は
早
期
の
見
直
し
を
図
り
単
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一
税
率
制
度
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 
低
所
得
者
へ
の
逆
進
性
対
策
と
し
て
は
、
軽
減
税
率
制
度
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
国
が
一
定
額
を
入
金
し
た
プ
リ
ペ
イ

ド
カ
ー
ド
を
配
付
す
る
方
法
や
、
一
定
額
の
簡
素
な
給
付
措
置
に
よ
る
負
担
軽
減
策
の
方
が
適
切
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

ま
た
、
令
和
五
年
十
月
に
導
入
予
定
の
区
分
経
理
等
の
た
め
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
方

式
）
は
、
事
業
者
及
び
税
務
官
公
署
の
事
務
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
行
政
手
続
コ
ス
ト
削
減
の
方
向
性
に
逆

行
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
又
は
見
直
し
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
請
求
書
等
に
一
定

の
記
載
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
区
分
経
理
等
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
免
税
事
業
者
が
適
格
請
求
書
等
を

発
行
で
き
な
い
こ
と
に
伴
い
、
不
当
な
値
下
げ
等
に
よ
り
経
営
状
態
が
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

事
業
者
の
負
担
と
徴
税
コ
ス
ト
等
を
考
慮
し
、
仕
入
税
額
控
除
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
を
含
む
。
）
及
び
免
税
点
制
度

等
の
見
直
し
を
含
め
た
消
費
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
抜
本
的
に
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。 
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右
質
問
す
る
。 


